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愛知・名古屋２０２６アジアパラ競技大会  

アクレディテーション規約 

 
私は、愛知・名古屋２０２６アジアパラ競技大会（以下「愛知・名古屋２０２６大会」といいます。）のア

ジアパラ競技大会 ID 兼アクレディテーションカード（以下「APGIAC」といいます。）及びこの規約

に定める臨時パスの発行の条件として、公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組

織委員会（以下「当法人」といいます。）によって定められた以下の規約に同意し、これを遵守しま

す。  

 

1. 私は、アジアパラリンピック委員会（以下「APC」といいます。）憲章、ＡＰＣ倫理規程（特に、愛

知・名古屋２０２６大会に適用される競技における不正防止に関する規則を含みます。）及び

APC、当法人又は所属する責任組織から伝えられ私に適用される規則、指示、義務を遵守す

ることに同意します（なお、私は、観客として行動する限りにおいて、当法人が別に定めるチケ

ット購入及び利用に関する規約中の愛知・名古屋２０２６大会会場への入場及び観覧に関する

規定が適用されるものとします）。  

私は、これらの規則等を遵守することが、ＡＰＧＩＡＣ又は臨時パスの付与を受ける条件であり、 

また、ＡＰＧＩＡＣ又は臨時パスを維持するための条件であることに同意します。  

2. 私は、「愛知・名古屋２０２６アジアパラ競技大会の参加者及びその他アクレディテーション対象

者の個人情報の取扱いに関する指針」（この規約の別紙１）に記載された個人情報の取扱いに

関する定めを読み、理解し、これに同意しました。  

3. 私は、自らが負うリスクを承知の上、自己責任の下、愛知・名古屋２０２６大会（愛知・名古屋２

０２６大会へ参加するための往復の移動及び愛知・名古屋２０２６大会の準備を含みます。）に

参加することに同意します。私は、当法人、日本政府、ＡＰＣ及びその他の関連当局による最善

の努力にもかかわらず、当該リスクが顕在化する可能性があること、並びに、当該リスク及び/

又は当該リスクに対処するための措置が、私の愛知・名古屋２０２６大会への参加、場合によっ

ては愛知・名古屋２０２６大会でのパフォーマンスに影響を及ぼさないとは限らないことを理

解しました。また、私は、適用法令の下で認められる最大限の範囲内において、当法人及びＡＰ

Ｃ並びに、それらの役員、従業員、ボランティア、コントラクター及び代理人を、愛知・名古屋２

０２６大会への参加に関連し私が被る可能性のあるいかなる損失、傷害、又は損害に関する一

切の責任から免責します。  

4. 私は、「愛知・名古屋２０２６アジアパラ競技大会のための肖像の撮影及び使用に関する指針」

（この規約の別紙２）に記載された愛知・名古屋２０２６大会における肖像の撮影及び使用に関

する定めを読み、理解し、これに同意しました。また、以下の a から ｄ までのいずれについて

も同意します。  

a. 私は、当法人、APC、又はこれらの者によって承認された第三者によって、動画や写真の

撮影、個人の特定又はその他の方法での記録が行われることに同意します。また、当該記
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録が、アジアにおけるパラリンピック・ムーブメントの推進のため、全世界において適用法

令上認められている最大限の期間において、いかなる形式/媒体においても、営利及び非

営利の目的で使用されることについて同意します。 

b. 私は、当法人により指定された愛知・名古屋 2026 大会及び関連行事が行われるエリア及

び会場（以下総称して「競技大会エリア」といいます。）において、私が撮影、記録又は録音

する静止画、動画及び/又は音声（以下総称して「本コンテンツ」といいます。）に係るすべて

の知的財産権を、私（若しくは私の代理人）の承認又は私（若しくは私の代理人）への補償

を要することなく、ＡＰＣに譲渡することに同意します。  

c. 私は、適用法令が許す限り、二次的著作物の創作を含む著作者人格権を放棄すること、及

び（放棄が認められない場合には）これを行使しないことに同意します。 

d. 私はＡＰＣが定めるソーシャル及びデジタルメディアガイドライン並びにＡＰＣが追加的に定

める要求事項を遵守することを条件として、ＡＰＣから本コンテンツを個人的、非営利かつ

非宣伝目的で使用する制限的かつ取消可能なライセンスを付与されることを理解し、当該

ライセンスの範囲内でのみ本コンテンツを使用することを約束します。 

5. 私は、ＡPＧＩＡＣ及び臨時パスがＡＰＣの独占的な所有物であることを理解しました。また、私

がこの規約に同意しない場合及び/又はこの規約を遵守しない場合などにおいて、ＡＰＣの独

自の裁量により、私に対するＡPＧＩＡＣ及び臨時パスの付与が直ちに撤回、停止又はその他の

処分の対象とされる可能性があることを理解し、これに同意します。  
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愛知・名古屋２０２６アジアパラ競技大会  

アクレディテーション規約：別紙１ 

 

愛知・名古屋２０２６アジアパラ競技大会の参加者及びその他アクレディテーション対象者の個人

情報の取扱いに関する指針  

 

1. 定義  

本文書（以下「個人情報取扱指針」といいます。）においては、以下の定義が適用されます。 

a. 「APGIAC」とは、アクレディテーション対象者の身分を証明する「アジアパラ競技大会ＩＤ兼

アクレディテーションカード」をいいます。ＡＰＧＩＡＣは、アクレディテーション対象者がパスポ

ート（又はそれに相当する渡航文書）と併せて所持することで、日本への入国に際して、査証

免除により上陸審査を受けることを可能にするとともに、愛知・名古屋２０２６大会期間中は、

会場やゾーンへのアクセス権と各カテゴリーに応じた役割を遂行するための特権を付与する

機能を有します。  

b. 「アクレディテーション対象者」とは、(i)愛知・名古屋２０２６大会のＡPＧＩＡＣを申請し又はそ

の付与を受けた全ての者（参加者のほか、国内パラリンピック委員会（以下「NPC」といいま

す。）、 国際競技連盟(以下「IF」といいます。) 、アジア競技連盟(以下「AF」といいます。) 、障

がい別国際スポーツ組織(以下「IOSD」といいます。) 、当法人、 APC、ホスト放送局、その他

メディア関係者及び第５項に規定する個人情報受領者を含みますが、これらに限りません。）、

並びに、(ii)愛知・名古屋２０２６大会の臨時パスを申請し又はその付与を受けた全ての者を

いいます。  

重要事項 よくお読みください。 

本文書は、愛知・名古屋２０２６大会において、ＡＰＧＩＡＣ又は臨時パスを必要とする参加者及

びその他アクレディテーション対象者の個人情報の取扱いに関する重要な情報を記載してい

ます。本文書は、個人情報の利用目的その他の個人情報の取扱い条件に加え、アクレディテー

ション対象者が適用される個人情報保護法の下でどのように権利を行使できるのかについて

も説明しています。  

アクレディテーション対象者の個人情報は、本文書に記載された利用目的の達成に必要な範囲

でのみ利用されます。ただし、その範囲は、愛知・名古屋２０２６大会におけるアクレディテーシ

ョン対象者の役割により異なる場合があり、参加者に対して適用される規定の一部が他のアク

レディテーション対象者には適用されないことがあります。ＡＰＧＩＡＣ又は臨時パスを申請さ

れる場合には、本文書を十分に読み、その内容をご理解ください。  

また、当法人は、愛知・名古屋２０２６大会の運営上必要と認める場合に、本文書の内容を補足

又は変更することがあります。本文書に記載のない方法で個人情報を取り扱う場合には、当法

人は、適用法令に従って、当該アクレディテーション対象者に対し適切な方法で情報を提供し

ます。 
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c. 「利用目的」とは、第３項に規定する目的をいいます。 

d. 「臨時パス」とは、ＡＰＧＩＡＣの付与を受けていない者又は付与されたＡＰＧＩＡＣでは必要なア

クセス権が認められていない者に対し、一時的な訪問を許可するために発行される記名式の

アクレディテーションカードをいいます。臨時パスには「デイパス」と「ゲストパス」の２種類が

あります。 

e. 「愛知・名古屋２０２６大会」とは、愛知・名古屋で開催される愛知・名古屋 2026 アジアパラ競

技大会をいい、スポーツ競技、式典、文化イベント、聖火リレー並びにこれらに関連して当法人

及びＡＰＣが主催するその他の活動が含まれます。  

f. 「参加者」とは、愛知・名古屋２０２６大会に参加するアスリート、コーチ、選手団長、チーム役員、 

NPC のその他メンバーをいいます。  

g. 「個人情報」とは、アクレディテーション対象者を識別し、又は識別しうる全ての情報をいいま

す。  

h. 「取扱い」（及びその派生語）とは、自動的な手段によるか否かを問わず、個人情報又は個人情

報の集合について実行される作業又は一連の作業をいいます。  

i. 「責任組織」とは、アクレディテーション対象者のためにＡＰＧＩＡＣ又は臨時パスの申請を行う

組織であって、ＡＰＧＩＡＣ又は臨時パスを必要とするアクレディテーション対象者に代わり、所

定の個人情報及び他のアクレディテーション情報を収集し、当法人に提出する責任を負うあら

ゆる組織をいいます。  

 

２．アクレディテーション対象者の個人情報の収集  

アクレディテーション対象者の個人情報は、愛知・名古屋２０２６大会の準備、プロモーション、サー

ビス提供、運営、その他の様々な場面で収集されます。たとえば、以下の場面において収集されま

すが、これらに限りません。 

a. 責任組織を通じてＡＰＧＩＡＣ又は臨時パスを申請し、愛知・名古屋２０２６大会への参加登録を

行う過程  

b. 宿泊、輸送、食事、支援、医療等のサービス提供を受ける過程 

c. 愛知・名古屋２０２６大会のために日本に渡航し、又は日本から出国する過程 

d. 愛知・名古屋２０２６大会において写真や動画が撮影される過程又は愛知・名古屋２０２６大会

に関する報道に関与する過程  

e. アクレディテーション対象者に適用される規則の違反行為若しくはその疑いに係る懲戒処分

に関与する過程又はその他愛知・名古屋２０２６大会に関する法的手続に関与する過程 

f. 愛知・名古屋２０２６大会に関して実施されるリサーチプロジェクトに関与する過程 

g. 愛知・名古屋２０２６大会に関連する活動に参加する過程 

h. 愛知・名古屋２０２６大会の出場資格を得る過程（参加者のみ）  
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i. 愛知・名古屋２０２６大会の競技に参加する過程（参加者のみ） 

j. ドーピングコントロールとその手続に従った過程（参加者のみ） 

原則として、当法人は、アクレディテーション対象者の責任組織を通じて、アクレディテーション対

象者の個人情報を受け取ります。ただし、第３項に規定する利用目的に必要な場合、当法人は、ア

クレディテーション対象者の個人情報を第三者から取得することがあります。 

 

３. 利用目的  

当法人は、以下の利用目的のために、アクレディテーション対象者の個人情報を取扱います。  

a. 参加者を愛知・名古屋２０２６大会のスポーツ競技その他の活動やイベント（文化・教育活動を

含みます。）に参加させ、管理をするため。また、より一般的には、アクレディテーション対象者

が、愛知・名古屋２０２６大会における自身の役割及び使命を遂行し、愛知・名古屋２０２６大会

の準備、参加、出席、及び運営を可能にするため。主な活動には、愛知・名古屋２０２６大会の

ＡＰＧＩＡＣ又は臨時パスの申請の審査と管理（関連する全てのアクセス権と特権を含みます）、

ＡＰＧＩＡＣ又は臨時パスの発行、スポーツエントリー、資格システムとアクレディテーション対

象者の資格要件の確認、選手団登録プロセス、計画と日程、愛知・名古屋２０２６大会の会場内

における参加者情報の掲示が含まれます。 

b. 愛知・名古屋２０２６大会の参加のための日本への渡航、滞在、日本からの出国を円滑にする

ため、また、アクレディテーション対象者に対する利便性向上のためのサービスを提供するた

め。主な活動には、トラベルサービス、宿泊、食事、その他のサービス（選手団宿泊施設又はそ

の他の宿泊施設におけるもの）、輸送、通信システムの提供が含まれます。  

c. アクレディテーション対象者及び愛知・名古屋２０２６大会のセキュリティの確保のため。主な

活動には、愛知・名古屋２０２６大会会場及び周辺におけるセキュリティリスクアセスメント、ア

クセスコントロール及び愛知・名古屋２０２６大会会場その他関連地域周辺でのビデオ監視が

含まれます。 

d. アクレディテーション対象者の健康の維持及び良好な生活環境の保全のため。主な活動には、

愛知・名古屋２０２６大会におけるアクレディテーション対象者への医療、保険、ヘルスケアサ

ービスの提供、アスリートの怪我、疾病、疾患、その他愛知・名古屋２０２６大会における健康状

態の管理と治療が含まれます。 

e. 愛知・名古屋２０２６大会の競技の品位の保全と、愛知・名古屋２０２６大会に関する活動にお

けるＡＰＣ憲章並びに参加者及びその他アクレディテーション対象者に適用される規則の遵守

の確保のため。主な活動には、愛知・名古屋２０２６大会のアンチ・ドーピングプログラム（世界

アンチ・ドーピング規程及びその他関連規則・規制への違反が疑われる場合の、調査、証拠の

捜索及び／又は保全を含みます。）、競技結果の捏造の防止が含まれ、より一般的には、APC

倫理規程及び参加者に適用される関連規則への違反が疑われる場合又は実際に違反した場

合の特定、調査、及び法的措置が含まれます。 

f. 愛知・名古屋２０２６大会及び参加者に関する競技結果の管理並びに公式記録及びその他関

連する情報の保存のため。主な活動には、タイムの計測とスコアリング、公式スポーツ結果の
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集計、検証及び公表、統計の作成（将来のアジアパラ競技大会の計画や最適化プロセスの支援

等を目的とするもの）、歴史的、科学的その他の研究プロジェクト（スポーツによる怪我や疾病

の予防等）で、愛知・名古屋２０２６大会期間中及び大会後に実施されるものが含まれます。  

g. 愛知・名古屋２０２６大会の準備、プロモーション、運営、可能な限り広い範囲でのメディア報

道及びそのレガシーの確保のため。主な活動には、愛知・名古屋２０２６大会及びそのレガシー

に関連するあらゆるコンテンツについて、既存又は将来開発されるあらゆる媒体、フォーマッ

ト、技術を通じて、当法人又はホスト放送局及びその他メディアによって放送、出版、又は発信

することや、愛知・名古屋２０２６大会を取材するメディアに対する参加者の紹介及び関連サ

ービスの提供が含まれます。 

h. 法的義務の履行のため。主な活動には、当法人が適用法令に基づき当局に対する個人情報の

開示をすることが含まれます。 

i. アクレディテーション対象者に対する連絡並びに愛知・名古屋２０２６大会、当法人、ＡＰＣ及び

アジアにおけるパラリンピック・ムーブメントの活動に関する情報の提供のため。主な活動に

は、電子メール又はその他手段による愛知・名古屋２０２６大会関連の活動に関する情報の送

付、プロモーション又はマーケティングに関する情報の提供が含まれます。 

 

４．取り扱われる個人情報のカテゴリー  

当法人が利用目的のために取り扱う個人情報の内容は以下のとおりです。  

a. 経歴情報 

氏名、国籍、生年月日、性別、顔画像、身分証明書情報（種類、番号、有効期限） 

b. 連絡先及び渡航情報 

住所、メールアドレス、電話番号、ソーシャルメディアアカウント、航空券の予約番号、到着・出

発情報等 

c. 生体情報 

身長、体重、生体認証データ、血液・尿サンプル、病気、怪我、感染症に関する情報等  

d. 愛知・名古屋２０２６大会への参加に関連する情報 

アクレディテーション番号、参加競技・種別、所属チーム、競技成績・結果、大会における役割、

所属ＮPＣ、所属ＩＦ／ＡＦ／IOSD、登録番号、競技に関する経歴情報等 

e. 健康状態に関連するデータ 

医師の紹介状と処方箋、健康診断結果、検査結果、レントゲン写真等 

f. その他の関連情報 

第３項に規定する利用目的のために必要な関連情報（参加者に適用される規則遵守やアン

チ・ドーピングプログラムの実施に必要な情報を含みますが、これらに限定されるものではあ

りません。） 

 

利用目的のために必要と認められる場合（例：アクレディテーション対象者が１６歳未満の場合又

は適用法令に基づき行為能力を有しない場合）には、当法人は、アクレディテーション対象者の親
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権者、法定代理人又は随行者の個人情報を併せて取り扱う場合があります。アクレディテーション

対象者は、これらの者に対して、個人情報取扱指針の記載内容を伝えなければなりません。 

また、個人情報は、通常は秘密情報として取り扱われますが、経歴情報や愛知・名古屋２０２６大会

の競技への参加に関する情報、アクレディテーション対象者に適用される規則違反に関する情報

などについては、個人情報であっても個別の同意なく公開される場合があります。  

 

５. 個人情報受領者  

当法人は、利用目的を達成するため、保有する個人情報（第４項ｃ及びｅに記載のものを含みます。

この項において同じ。）を、当法人に対するサービス提供者又は当法人の代理で活動する第三者に

開示することがあります。 

また、以下の受領者は、愛知・名古屋２０２６大会に関連する業務や責務を果たすために、個人情

報にアクセスすることができ、当法人は、利用目的の達成のため、当該受領者に対して個人情報を

提供することができるものとします。  

a. APC 

b. 愛知・名古屋２０２６大会における参加者の競技実施に責任を有するＩＦ／ＡＦ／IOSD 

c. 愛知・名古屋２０２６大会に向けて参加者を選定し参加させる NPC  

d. 政府機関等の公的機関 

適用法令に基づき、愛知・名古屋２０２６大会の準備、プロモーション、運営を支援し、愛知・名

古屋２０２６大会のセキュリティの確保と開催国への入出国管理に責任を持つ政府機関等の

公的機関  

e. スポーツ仲裁裁判所 （CAS） 

f. 世界アンチ・ドーピング規程に従ってアンチ・ドーピングに関する業務を遂行する世界アンチ・

ドーピング機構（ＷＡＤＡ）及びその他アンチ・ドーピング組織 

g. アクレディテーション対象者へ保険サービスを提供する保険会社  

h. 愛知・名古屋２０２６大会のために滞在している間に、アクレディテーション対象者に対して医

療サービスを提供する医療機関及び医療従事者 

i. 愛知・名古屋２０２６大会を報道し、情報発信をするホスト放送局及びその他メディア  

j. 愛知・名古屋２０２６大会のマーケティングパートナー  

k. アクレディテーション対象者に旅行、輸送又は宿泊関連のサービスを提供する事業者 

l. アジアにおけるパランピック・ムーブメント又はその他将来のスポーツ・文化イベントのため、

愛知・名古屋２０２６大会のレガシー及び知識の承継先として、当法人及び／又は APC によっ

て指定された組織  

上記受領者は、利用目的の達成のために、当法人から受領したアクレディテーション対象者の個人

情報を、受領者が従来から保有していた情報と組み合わせ又は補完する場合があります。アクレ

ディテーション対象者は、各受領者の業務内容、活動及び個人情報の取扱いに係る追加の情報に
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ついては、受領者のウェブサイトやその他公開情報においてご確認ください。 

 

６. 個人情報の取扱根拠  

アクレディテーション対象者の個人情報の取扱いは、以下のいずれか又は複数の法的根拠に基づ

いて行われます。  

a. 参加者が愛知・名古屋２０２６大会に円滑に参加できるようにするため。また、より一般的には、

愛知・名古屋２０２６大会に関連して、アクレディテーション対象者が自身の役割及び使命を遂

行できるようにするため。 (第３項ａ及びｂ参照)  

b. 愛知・名古屋２０２６大会におけるセキュリティの確保、アンチ・ドーピング活動の実施、ドーピ

ングに関与していないアスリートの保護、競技結果の捏造の防止、愛知・名古屋２０２６大会の

推進と一般市民への周知という重要な公益目的の達成のため。 (第３項ｃ、ｅ、ｆ及びｇ参照)  

c. アクレディテーション対象者が適用される各種規程（ＡＰＣ憲章、ＡＰＣ倫理規程、愛知・名古屋

２０２６大会に適用されるＡＰＣアンチ・ドーピング規則、世界アンチ・ドーピング規程を含みま

す。）を遵守することを確保し、愛知・名古屋２０２６大会とそのレガシーを推進することに関す

る当法人の正当な利益のため。(第３項ｅ及びｇ参照) 

d. 利用目的のための個人情報の取扱いを許容する適用法令並びに当法人及び第５項に規定す

る受領者に課される法的義務の遵守のため。(第３項参照（特に第３項ｅ及びｈを含みますが、

これらに限りません。) ） 

e. 医療サービスを提供する際の参加者及びその他アクレディテーション対象者の重要な利益を

保護するため。(第３項ｄ参照)  

f. アクレディテーション対象者の明示的な同意に基づく場合。(適用法令によって受領者の同意

が要求される場合における第３項ｉ参照)  

 

７. 個人情報の保持期間  

個人情報取扱指針に基づき収集されたアクレディテーション対象者の個人情報は、原則として、愛

知・名古屋２０２６大会の終了後当法人が解散した後に当法人が保持することはありません。ただ

し、利用目的の達成に必要な範囲に限り、より長期間保持される場合があります。これには、記録

的側面から重要とみなされる情報（競技結果や重要な経歴に関する情報等）を第３項 f 及びｇに定

める目的に必要な範囲で保存する場合や、ＡＰＣ憲章その他アクレディテーション対象者に適用さ

れる規則の遵守に関する情報を第３項ｅ及びｈに定められた目的のために取り扱う場合が含まれ

ますが、これらに限りません。 

なお、アンチ・ドーピング活動に該当する保持期間は、世界アンチ・ドーピング規程の一部であるプ

ライバシーと個人情報の保護に関する国際標準別紙Ａに記載されており、参加者の個人情報は、

ＷＡＤＡ及びＡＰＣにより、最長１０年又は無期限に保持される場合があります。 
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８. 個人情報の管理 

当法人は、適用法令に基づき、個人情報を正確かつ安全に管理し、紛失、破壊、改ざん及び漏えい

などを防止するため、適切な情報セキュリティ対策を含む安全管理措置を講じます。 

 

９. 域外移転 

当法人は、利用目的のため、アクレディテーション対象者の居住する国以外（欧州経済領域（以下

「EEA」といいます。）域内に居住する利用者についてはＥＥＡ域外）の第三国にアクレディテーショ

ン対象者の個人情報を移転する場合（以下「域外移転」といいます。）があります。これらの国には

アクレディテーション対象者の居住する国における適用法令に比べて個人情報の保護のレベルが

低い国が含まれます。 

当法人は、域外移転する場合には、適用法令の定めに従い、以下を実施します。  

a. 利用者が日本に居住している場合には個人情報保護法第２８条第１項の定める個人情報の提

供を受ける者との間で、当該提供を受ける者における当該個人情報の取扱いについて、適切

かつ合理的な方法により、個人情報保護法第４章第２節の趣旨に沿った措置を継続的に講ず

るために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備しま

す。  

b. 利用者がＥＥＡ域内に居住している場合にはＧＤＰＲ第４６条第２項の定める標準契約条項の 

締結等の個人情報の保護に関し必要とされる措置を講じます。  

c. 利用者が英国に居住している場合にはＵＫＧＤＰＲ第４６条第２項の定める標準契約条項の締 

結等の個人情報の保護に関し必要とされる措置を講じます。  

d. 利用者が中国に居住している場合には利用者から同意を取得し、移転先となる個人情報の受 

領者との間で標準契約を締結したうえで、越境移転に伴うリスクを把握し、当該リスクを低減 

するために必要に応じて個人情報保護影響評価を実施します。  

e. その他の国又は地域に居住している場合には、当該国又は地域の適用法令に従い、本人の同 

意取得、標準契約条項の締結、リスク評価その他の必要な措置を講じます。  

 

１０.個人情報のアクセス・訂正・削除等の権利  

アクレディテーション対象者は、当法人が取り扱う個人情報に関して、適用法令に基づき、以下の

権利を有することがあります。 

a. 個人情報へのアクセスを求める権利 

b. 個人情報の削除を求める権利（忘れられる権利） 

c. 個人情報の訂正を求める権利 

d. 個人情報の利用を制限する（処理を停止する）権利 

e. 一定の条件を満たす場合、個人情報を構造化され、機械によって読むことができる形式で受

領することができる権利（データポータビリティの権利） 
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ただし、これらの権利は、適用法令に基づき、アクレディテーション対象者の求めに応じることによ

り、当法人又は第三者の権利を侵害することとなる場合、又は適用法令に基づき保有することが

求められる情報の削除を求められた場合等には、制限されることがあります。 

 

１１. 個人情報の取扱いに異議を申し立てる権利 

アクレディテーション対象者は、適用法令に基づき、正当な利益を根拠として取り扱われている個

人情報の取扱いに対して、異議を申し立てる権利を有することがあります。ここでいう個人情報の

取扱いには、プロファイリング（アクレディテーション対象者の情報からその行動を分析・予測する

ことをいいます。以下同じ。）を含みます。 

また、アクレディテーション対象者は、個人情報がダイレクトマーケティングの目的で取り扱われて

いる場合、適用法令に基づき、ダイレクトマーケティングを拒否し、又はその目的で行われるプロ

ファイリングを拒否する絶対的な権利を有することがあります。 

 

１２. 同意を撤回する権利 

アクレディテーション対象者は、適用法令に基づき、当法人がアクレディテーション対象者の同意

に基づいて個人情報を取り扱っている場合に、その同意を撤回する権利を有することがあります。

この撤回権の行使は、それ以前に当該同意に基づいて行われたいかなる取扱いの適法性にも影

響を及ぼしません。なお、かかる同意の撤回がなされた場合、アクレディテーション規約第５項に

基づき、ＡＰＧＩＡＣ及び臨時パスの付与が直ちに撤回される可能性があります。 

 

１３. 監督機関へ苦情を申し立てる権利 

アクレディテーション対象者は、適用法令に基づいて、管轄の監督機関に対して、苦情を申し立て

る権利を有することがあります。苦情の申立てができる監督機関には、アクレディテーション対象

者の居住地又は就業場所における監督機関、若しくは当該個人情報の取扱いに関連する行為が

行われた国・地域の監督機関及び英国の監督機関が含まれることがあります。 

 

１４. 個人情報の相談窓口について 

アクレディテーション対象者は、個人情報に関する各種権利の行使、その他個人情報の取扱いに関

するお問い合わせを、以下の窓口に対して行うことができます。 

ainagoc@aichi-nagoya2026.org  

 

また、当法人のＥＥＡ域内及び英国の代理人の問合せ窓口は、次に掲げるとおりです。  

【ＤａｔａＲｅｐ社に電子メールで問合せをする】  

datarequest@datarep.com  

※「公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会（AINAGOC）」を必ず件名

に入れてメールを送付ください。  

 

mailto:datarequest@datarep.com
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【ＤａｔａＲｅｐ社にＷｅｂフォームで問合せをする】  

www.datarep.com/data-request  

【ＤａｔａＲｅｐ社に郵送で問合せをする】 

最も近いＤａｔａＲｅｐ社の拠点に郵送ください。 

＜参考：郵送による問合せ先（ＥＥＡ域内及び英国の代理人）＞ 

※郵送による問合せの場合、宛先には必ず「DataRep」と記載いただき、公益財団法人愛知・名

古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会（AINAGOC）宛てとはしないでください。 また、書

状 の 中 で は 明 確 に 「 公 益 財 団 法 人 愛 知 ・ 名 古 屋 ア ジ ア ・ ア ジ ア パ ラ 競 技 大 会 組 織 委 員 会

（AINAGOC）」を記載してください。

http://www.datarep.com/data-request
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愛知・名古屋２０２６アジアパラ競技大会  

アクレディテーション規約：別紙２ 

 

愛知・名古屋２０２６アジアパラ競技大会のための肖像の撮影及び使用に関する指針  

 

１．肖像の撮影及び使用 

アクレディテーション対象者は、愛知・名古屋２０２６大会において、動画や写真に撮影される可能

性があります。愛知・名古屋２０２６大会においてアクレディテーション対象者の肖像は、関連情報

とともに、愛知・名古屋２０２６大会の報道の一環として、又は、愛知・名古屋２０２６大会の周知及

びアジアにおけるパラリンピック・ムーブメント推進のために使用される可能性があります。 

アクレディテーション対象者は、愛知・名古屋２０２６大会が国際的かつ歴史的に意義のある特別

な行事であることを理解し、参加を承諾することにより、愛知・名古屋２０２６大会において動画や

写真に撮影されること、テレビで放映されること、インターネットその他の媒体で配信されること、

本人が映像や音声により認識可能となること、その他録画・録音されることについて、いずれも同

意したものとします。 

また、同様に、アクレディテーション対象者は、参加を承諾することにより、撮影又は記録された肖

像は、氏名、容貌、声、パフォーマンス及び経歴情報とともに、当法人、ＡＰＣ又はこれらの者によっ

て承認された第三者（アジアパラ競技大会やアジアユースパラ競技大会の組織委員会、NPC、

IF/AF/IOSD、愛知・名古屋２０２６大会のマーケティングパートナー、ホスト放送局、ニュースメ

ディア、ソーシャルメディアプラットフォーム、ＪＡＤＡ等）により、複製、頒布、公衆送信、又は公表

等の方法で利用されることについても同意したものとします。 

なお、かかる利用は、そのコンテンツやフォーマットを問わず、既存又は将来のあらゆるメディアや

テクノロジーを使用したものを含み、愛知・名古屋２０２６大会期間中及び終了後に、適用法令上認

められている最大限の期間において、愛知・名古屋２０２６大会若しくはアジアにおけるパラリンピ

ック・ムーブメントの準備、運営、開催、推進、及び/又はＡＰＣの活動に関連し、営利及び非営利の

目的で、無償かつ追加の同意なく利用することができるものとします。ただし、アクレディテーショ

ン対象者の肖像が特定の製品又はサービスと直接的かつ明確に関連づけられる利用は除きます。 

 

２．コンテンツの撮影及び使用 

アクレディテーション対象者は、当法人が禁止した場合を除き、原則として、競技大会エリアにおい

て、静止画及び動画を撮影又は記録し、及び/又は音声を録音することができます。 

ただし、アクレディテーション対象者は、本コンテンツに関して、アクレディテーション対象者又はそ

の代理人からの特段の許可、対価の支払いや補償を要することなく、その知的財産権（特に日本

の著作権法第２７条及び第２８条に規定される権利を含みます。）がＡＰＣのみに帰属すること、ま

た、本コンテンツに関してアクレディテーション対象者が有する可能性のあるあらゆる権利をＡＰＣ

に譲渡することに同意します。 

また、アクレディテーション対象者は、適用法令の下、認められる最大限の範囲内において、本コン

テンツについて、当法人、APＣ及びこれらの者によって承認された第三者に対して、あらゆる著
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作者人格権を行使しないことにも同意します。 

さらに、APＣは、アクレディテーション対象者に対し、本コンテンツの使用について、制限的かつ取

消可能なライセンスを付与し、アクレディテーション対象者はこれを承諾します。かかる利用は、個

人的、非営利かつ非宣伝目的での使用であることを要し、APＣが追加的に定める要求事項（APＣ

が定めるソーシャル及びデジタルメディアガイドラインを含みますがこれらに限りません。）に従う

ものでなければなりません。アクレディテーション対象者は、本コンテンツの使用について、自らが

一切の責任を負うことを認め、当法人、APＣ及びこれらの者によって承認された第三者は何ら責

任を負わないことに同意します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


